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日本公認会計士協会

平成 29年 6月 1日から 6月 14日までの新着情報一覧
　http://www.jicpa.or.jp/
　平成 29年 6月 22日
━━━━━━━━━━━━━━━☆☆☆☆━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは、平成 29年 6月 1日から 6月 14日までに、協会ウェブサイトに
掲載した情報をまとめてご案内しております。

※当協会役員と名刺交換をさせていただいた方にもお送りしています。

━━━トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆非営利法人委員会実務指針「地域医療連携推進法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の
文例」（公開草案）の公表について

　平成 27年９月の医療法の改正により、地域医療連携推進法人制度が創設され、地域医療連携推進法人は、
その規模等に関わらず、認定を受けた会計年度より公認会計士又は監査法人による監査を受けることが義務
付けられました。

　これを受けて日本公認会計士協会（非営利法人委員会）では、会員が医療法に基づき地域医療連携推進法
人の監査を行うに当たっての留意点について検討を行い、このたび一応の取りまとめを終えたため草案とし
て公表し、広く意見を求めることといたしました。

　http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/20170608ast.html

━━━その他の新着情報━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【専門情報】
◆実務対応報告公開草案第 52号「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関す
る取扱い（案）」等に対する意見について
　http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/20170615xaj.html

【IFRS関係】
◆IASBが情報要請「適用後レビュー-IFRS第 13号『公正価値測定』」を公表
　https://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/ifrs/information/iasb/20170609iyq.html

◆現 IFRS財団評議員の４名を再任
　https://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/ifrs/information/iasb/20170605ixa.html

◆FASFと IFRS財団の評議員会が共同声明を公表
　https://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/ifrs/information/iasb/20170602vb0.html

【公会計協議会（地方公共団体・社会福祉法人・医療法人等）関係】
◆全国社会福祉法人経営者協議会：平成 29年版モデル経理規程
　http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/cpsa/information/29_5.html

◆国民健康保険事業年報・月報
　http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/cpsa/information/post_191.html

◆後期高齢者医療事業状況報告
　http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/cpsa/information/post_190.html

◆医療施設動態調査（平成 29年 3月末概数）
　http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/cpsa/information/293.html

◆社会福祉協議会特有の事業等に関する会計処理についての事務連絡
　http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/cpsa/information/post_189.html

◆「経済・財政再生計画」の着実な実施に向けた建議（平成 29年 5月 25日）
　http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/cpsa/information/27_304.html



◆統一的な基準による財務書類の整備予定等調査（平成 29年 5月 30日公表）
　http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/cpsa/information/29530.html
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■お問い合わせ
------------------------------------------------------------------------
　　日本公認会計士協会　広報室
　　　　　　　mail：kouhou@jicpa.or.jp

■メール配信停止の手続
　当サービスの登録の解除を希望する場合は、タイトルに「メール配信サービス
解除希望」と記入したメールを kouhou@jicpa.or.jp 宛てにお送りください。

■このメールは配信専用アドレスです。
　※このメールにご返信いただいた場合、返答は行えません。
　　上記お問い合わせ先のメールアドレスにご連絡お願いいたします。
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